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【手続補正書】
【提出日】平成22年5月18日(2010.5.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
表示画面と表示画面側にカメラを備える電子機器の画面表示制御方法であって、前記カメ
ラで撮影される画像内の利用者の顔の特徴点の変化に応じて、表示画面への表示対象の表
示範囲を制御することを特徴とする画面表示制御方法。
【請求項２】
前記顔の特徴点の変化量により利用者の顔の方向の変化を判定し、前記顔の方向の変化に
応じた表示対象のスクロールの制御を行うことを特徴とする請求項１記載の画面表示制御
方法。
【請求項３】
前記顔の特徴点は、左右の目と口のなす三角形の重心であることを特徴とする請求項１又
は２記載の画面表示制御方法。
【請求項４】
前記顔の特徴点は、前記三角形の重心と顔の輪郭の重心であることを特徴とする請求項３
記載の画面表示制御方法。
【請求項５】
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前記顔の特徴点の変化量により利用者の顔の大きさの変化を判定して、前記表示対象の拡
大、縮小の制御を行うことを特徴とする請求項１又は２記載の画面表示制御方法。
【請求項６】
前記顔の特徴点は、顔の輪郭の大きさであることを特徴とする請求項５記載の画面表示制
御方法。
【請求項７】
操作入力手段又は特定キーワードの音声認識手段により利用者による前記表示対象の制御
の開始及び終了を制御可能であることを特徴とする請求項１ないし６の何れかの請求項記
載の画面表示制御方法。
【請求項８】
画像内の利用者の顔の少なくとも特徴点が撮影範囲外に移動した場合には前記表示対象の
直前の制御を継続することを特徴とする請求項１ないし７の何れかの請求項記載の画面表
示制御方法。
【請求項９】
前記電子機器に備える利用者の顔認証手段により認証が不成立の場合に前記表示対象の表
示を禁止することを特徴とする請求項１ないし８の何れかの請求項記載の画面表示制御方
法。
【請求項１０】
前記電子機器は携帯電話機であることを特徴とする請求項１ないし９の何れかの請求項記
載の画面表示制御方法。
【請求項１１】
表示画面と表示画面側にカメラを備える電子機器であって、前記カメラで撮影される画像
を取得する画像取得手段と、取得した画像内の利用者の顔の特徴点を検出し、検出した特
徴点の変化量を計算する変化量計算手段と、前記変化量に応じて表示画面への表示対象の
表示範囲を制御する表示制御手段とを有することを特徴とする電子機器。
【請求項１２】
前記表示制御手段は前記変化量により利用者の顔の方向の変化を判定し、前記顔の方向の
変化に応じた表示対象のスクロールの制御を行うことを特徴とする請求項１１記載の電子
機器。
【請求項１３】
前記顔の特徴点は、左右の目と口のなす三角形の重心であることを特徴とする請求項１１
又は１２記載の電子機器。
【請求項１４】
前記顔の特徴点は、前記三角形の重心と顔の輪郭の重心であることを特徴とする請求項１
３記載の電子機器。
【請求項１５】
前記表示制御手段は前記顔の特徴点の変化量により利用者の顔の大きさの変化を検出し、
表示対象の拡大、縮小の制御を行うことを特徴とする請求項１１又は１２記載の電子機器
。
【請求項１６】
前記顔の特徴点は、顔の輪郭の大きさであることを特徴とする請求項１５記載の電子機器
。
【請求項１７】
前記表示画面の制御の開始及び終了を制御可能な操作入力手段又は特定キーワードの音声
認識手段を備えることを特徴とする請求項１１ないし１６の何れかの請求項記載の電子機
器。
【請求項１８】
前記表示制御手段は、画像内の利用者の顔の少なくとも特徴点が撮影範囲外に移動した場
合、前記表示対象の直前の制御を継続することを特徴とする請求項１１ないし１７の何れ
かの請求項記載の電子機器。
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【請求項１９】
利用者の顔認証手段を備え、前記表示制御手段は認証が不成立の場合に、前記表示対象の
表示を禁止することを特徴とする請求項１１ないし１８の何れかの請求項記載の電子機器
。
【請求項２０】
前記電子機器は携帯電話機であることを特徴とする請求項１１ないし１９の何れかの請求
項記載の電子機器。
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